契約書

贈与者　　　　　　　　　（以下「甲」という）は、受贈者　　　　　　　　　　
（以下「乙」という）と、下記条項により贈与契約を締結する。

記

第1条　甲は、乙へ　　　　　　　　　を贈与するものとし、乙はこれを承諾した。


この契約を締結する証として、この証書を作成し、甲乙双方が記名捺印のうえ、保菅するものとする。

平成　　　年　　　月　　　日


　　　（甲）　　住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

　　　（乙）　　住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

＊①現金預金の振込を行う際に「振込依頼書」は甲が原則記載。
②株式、不動産等の場合は別途「評価明細書」を作成。
③株式の場合は会社の議事録作成。
④税率については一般税率と特例税率に区分。
⑤暦年贈与、相続時精算課税、教育資金の一括贈与、結婚・子育て資金の一括贈与、住宅取得等資金の贈与、夫婦間の居住用不動産の贈与の検討。（事前準備が必ず必要）。
⑥夫婦間の居住用不動産贈与の場合は土地だけでなく建物も贈与でないと不動産取得税が高額になる場合の検討。
⑦乙が未成年で自ら署名できない場合は、親権者の署名押印の確認と税務上の検討。
⑧贈与契約書を公証人役場に持ち込み日付確定の手続き。
[bookmark: _GoBack]　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（税制は平成30年2月現在）
